
総務課は、東北厚生局の総務、保有する情報の公開及び個人情報の保護等に関する業務を行っています。

●東北厚生局の総務に関すること(庶務、人事給与、福利厚生等)
●行政文書開示請求に関すること
●保有個人情報の保護に関すること

主な業務内容

企画調整課

総務課
年金管理課は、日本年金機構に対する各種認可や社会保険労務士、年金委員に関する業務をはじめ、市町
村などの地域における関係団体との連携を図りながら、年金制度が適切に運営されるための業務を行っ
ています。

●日本年金機構に対する各種認可
に関すること（滞納処分、徴収・
収納職員、立入検査等）
●市町村へ交付する国民年金事務
費交付金等の審査に関すること
●年金委員の委嘱・解嘱及び大臣
表彰に関すること
●社会保険労務士に関すること
(社会保険諸法令に限る)
●学生納付特例事務法人の指定
等に関すること

主な業務内容

年金管理課

企画調整課は、東北厚生局の所掌業務に関する総合的な企画立案及び政策の実施に関する総合調整を担当し
ています。また、「東北地方社会保険医療協議会」の会議運営の庶務のほか、東日本大震災により被災した市
町村の復興支援に関する業務も行っています。

●総合的な企画立案及び施策の実施に関する総合調整に関すること
●東北地方社会保険医療協議会の庶務に関すること
●東日本大震災被災市町村の復興支援に関すること

主な業務内容

東北地方社会保険医療協議会は、保険医療機関・保険
薬局の指定及び指定の取消し、保険医・保険薬剤師の
登録の取消しについて審議しています。

東北地方社会保険医療議会

東北各県において令和７年度年金ポスターコンクールが開催され、たくさんの
応募作品の中から厳正なる審査のうえ、厚生労働省東北厚生局長賞の受賞作
品を決定いたしました。

年金ポスターコンクール

厚生労働省東北厚生局長賞

年金関係業務の流れ

日本年金機構及び市町村との関わり

被保険者・受給者・事業主のみなさま

厚生労働省

厚生労働省・東北厚生局

東北厚生局権限の委任

日本年金機構
（年金事務所等）

日本年金機構
（年金事務所等） 市町村

申請
届出等

裁定通知など 各種決定通知など

事務の委託・
権限の委任
指導監督

事前認可等

「厚生労働大臣名」で
機構が実施

◎年金の裁定
◎年金の給付
◎原簿への記録
◎ねんきん定期便の通知
◎納入告知・督促
◎基礎年金番号通知書の
 作成交付
　　　　　　　　　など

◎資格取得・喪失の確認
◎滞納処分
◎届出・申請受付
◎厚生年金の標準報酬の決定
　　　　　　　　　など

日本年金機構に対する
事前認可等
◎徴収・収納職員の任命
◎滞納処分等の実施
◎立入検査等の実施
◎厚生年金保険料等の
　納付の猶予
　　　　　　　　　など

＜法定受託事務＞
◎資格取得
◎資格喪失
◎種別変更
◎氏名、住所変更等
　の届出の受理
　　　　　　　など

＜協力・連携事務＞
◎納付督励
◎国民年金保険料の
　口座振替等の促進
◎広報、年金相談
◎所得情報の提供
　　　　　　　など

「日本年金機構名」で
機構が実施

「東北厚生局長名」で
東北厚生局が認可

国民年金の被保険者・受給者のみなさま

適用・徴収・給付 協力・連携事務

申請
届出等

申請
届出等

法定受託
事務

協力・連携の
依頼・調整

協力・連携事務に係る調整やそれに要した経費の審査等

会計課は、東北厚生局の予算管理、契約事務、物品管理、国有財産管理業務を行っています。

●東北厚生局の会計に関すること(予算執行、決算等)
●入札、調達など、契約に関すること
●東北厚生局に属する物品の管理に関すること
●国有財産の管理および処分に関すること

主な業務内容

会計課

岩手県受賞作品
（上田 結心さん）

秋田県受賞作品
（山田 一葉さん）

山形県受賞作品
（鈴木 まなみさん）

福島県受賞作品
（蕪木 咲良さん）

宮城県受賞作品
（及川 みなみさん）青森県受賞作品

（奈良岡 菜々花さん）

第44回東北地方社会保険医療協議会の様子
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年金審査課は、厚生年金保険及び国民年金の被保険者等から提出された年金記録の訂正請求に関する業務
を行っています。

●厚生年金保険及び国民年金の年金記録の訂正請求に
関すること
●厚生年金保険及び国民年金の年金記録の訂正請求に
係る調査に関すること
●東北地方年金記録訂正審議会の庶務に関すること

主な業務内容

年金審査課
健康福祉課は、地域の皆様が安心して暮らすための健康福祉サービスが提供されるよう、補助金等の交
付等を通じて生活環境や社会福祉基盤の整備に取り組んでいます。また、栄養士、介護福祉士等の資格取
得を目指す方を養成する施設の指定及び指導監督業務を行っています。

●健康福祉課の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること
●栄養士、管理栄養士、介護福祉士※1、社会福祉士※2、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師各養成施設の指定
及び指導監督業務に関すること　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
(※1介護福祉士(実務者養成施設含む)は、大学等文部科学省と共管のものに限り所管)　　　　　　　　　　　　
(※2社会福祉士は、社会福祉士国家試験受験資格が取得可能な大学等を所管)
●民生委員・児童委員の委嘱、解嘱及び表彰に関すること
●生活保護法指定医療機関(国が開設したものに限る)の指定及び監督に関すること
●三種病原体等の所持等届出の受理や所持施設への立入検査に関すること
●児童扶養手当支給事務指導監査に関すること
●生活保護法施行事務監査(医療扶助の適正実施)に関すること
●中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定に関すること

主な業務内容

健康福祉課

社会保険審査官
社会保険審査官は、健康保険法・厚生年金保険法・国民年金法等に基づいた年金や保険給付等の処分に
係る不服申立てである審査請求について、審理・決定を行っています。

●健康保険、厚生年金保険、国民年金等の被保険者資格、標準報酬又は年金・保険給付等に関する処分に対する審査
請求事務に関すること

主な業務内容

審査請求の流れ

国庫補助金業務の主な流れ（例）

知ってから
３か月以内

保険者による
年金・保険給付等
の処分

被保険者等からの
審査請求に関する
照会・相談の対応
審査請求の受付

審査請求事案に
関する審理
◎要件審理等　〇補正、疎明
◎本案審理
◎決定

❷整備計画書の審査結果報告

❸内示依頼

❶整備計画書の進達

❹内示

❺交付申請書提出

❽交付決定

❾実績報告書の提出

10確定通知

❼支出負担行為計画の示達

❻支出負担行為計画の登録
県・市

東
北
厚
生
局

厚
生
労
働
省

1 2

東北地方年金記録訂正審議会

民生委員とは、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域
において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を
行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼
ねています。
児童委員とは、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせる
ように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ご
となどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児
童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名
を受けています。

民生委員・児童委員とは
用語
解説

経営力向上計画とは、人材育成や財
務内容の分析、ITの利活用、生産性
向上のための設備投資等、中小企業
者等の経営力を向上させるための実
施計画です。経営力向上計画の認定
を受けた特定事業者等は、税制や金
融の支援措置等を受けることができ
ます。

経営力向上計画とは
用語
解説

東北地方年金記録訂正審議会は厚生労働省組織令
第153条の２第１項に基づき各地方厚生局に設置さ
れた機関です。弁護士、社会保険労務士、税理士等
の有識者で構成され、中立的な立場で年金記録の
訂正の要否を審議し、公平・公正な判断を行う会議
です。 

東北地方年金記録訂正審議会（第12回総会）の様子
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医事課は、地域の皆さま一人ひとりの健康で衛生的な生活を目指し、医療の質の向上、安全性の確保に
努める業務を行っています。医療安全に関する普及や啓発、医師・歯科医師の臨床研修に関する業務、再
生医療等の安全性の確保に関する業務、看護師の特定行為研修に関する業務等を行っています。

●原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じ
るおそれのある緊急の事態への対処に関する総括に関する
こと
●医療安全に関する取組の普及及び啓発に関すること
●医師の確保に関すること
●医師及び歯科医師の臨床研修に関すること
●行政処分を受けた医師等に対する再教育に関すること
●心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療観察
等に関すること
●大臣許可医薬品の製造業等の許可に関すること
●再生医療等安全性確保法に関すること
●看護師の特定行為研修に関すること
●臨床研究法に関すること
●地域医療構想の達成に向けた取組の推進に関すること
●災害時における医療の確保の支援に関すること
●医療法第五条の二の規定による医師の確保を特に図るべき
区域で勤務した医師の認定に関すること

主な業務内容

医事課
食品衛生課では、輸出先国の基準を満たした水産食品や畜産食品などについて、施設の査察、輸出時の
衛生証明書の発行を行っています。また、輸入食品の製品検査を実施する登録検査機関の監査、消費者庁
や地方自治体と連携した健康食品等の虚偽・誇大広告の取締、広域的な食中毒事案において厚生労働省
と地方自治体との連携対応など、食の安全確保を通した国民の健康保護への一翼を担っています。

●輸出食品の認定施設への査察等
米国やEU等の国では、諸外国から輸入される食品について
も、自国と同等の衛生的な管理を輸出国へ義務づけていま
す。食品衛生課では「農林水産物及び食品の輸出の促進に関
する法律」に基づき、輸出先国の基準を満たした水産食品の
製造・加工施設や食肉のと畜場などの認定施設について、定
期的な査察を行っています。

主な業務内容

食品衛生課

医療安全対策に関する知識等の修得、討
議等を行うことにより、医療機関の安全管
理者等の資質向上を図り、もって医療の
安全性の向上を図ることを目的とした「医
療安全ワークショップ・セミナー」を開催し
ました。令和７年11月21日に開催した
「医療安全ワークショップ」には、東北６県
の医療機関より43名の方が参加されまし
た。また、令和７年11月21日～令和８年１
月23日の間、「医療安全セミナー」と題し
て、東北厚生局YouTube公式チャンネ
ルにて医療安全対策に関する４つの講演
をオンデマンド配信しました。

医療安全ワークショップ

認定施設への査察

検査機器の保守管理状況の確認

高齢化の進展に伴い、さらなる在宅医療等の推進
を図るため、医師や歯科医師の指示を待たずに、
事前に記載された手順書により一定の診療の補助
を行うことです。看護師が指定研修機関の研修を
受けることにより、手順書に基づき当該行為を行
うことができるようになります。

特定行為とは
用語
解説

細胞加工物を用いて、人の身体の構造又は機能の
再建・修復・形成並びに人の疾病の治療・予防（再生
医療等）が迅速かつ安全に提供されるよう、再生医
療等の安全性の確保等に関する法律が制定されま
した（平成25年11月27日公布）。

再生医療等安全性確保法とは
用語
解説

再生医療等安全性確保法の手続きのイメージ図

●衛生証明書の発行
韓国、ブラジル等へ輸出する水産食品について、輸出
国の行政機関が発行した衛生証明書の提出が求められ
ていることから、食品衛生課では、これらの衛生証明書
の発行を行っています。

●登録検査機関の登録・監督
登録検査機関として輸入食品等の製品検査を実施する
場合、厚生労働大臣への登録が必要です。食品衛生課
では、登録申請のあった検査機関の検査精度や正確性
に関する適合状況等を事前に審査し、登録後において
も、適切な管理の下で理化学的検査、細菌学的検査及
び動物を用いる検査が実施されているか確認するため
の立入検査を行っています。

広域的な食中毒の発生防止等のため、厚生労働省、地方厚生局、管
轄区内の県及び保健所設置市を構成員とした広域連携協議会を定
例的に開催し、情報共有等を行っています。 

広域連携協議会

定例会リモート開催の様子

東北厚生局／厚生労働省

特定細胞加工物
製造事業者

※再生医療等を提供する医療機関及び特定細胞加工物の製造事業者は、東北厚生局又は厚生労働省に対して届出等の手続きが必要です。

特定細胞加工物

再生医療等委員会の認定

再生医療等委員会

再生医療等
提供医療機関 提供を受ける者

定期報告の受付と必要な調査等 再生医療等提供計画の届出受理

特定細胞加工物の製造の届出受理又は許可
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地域包括ケア推進課は、地域包括ケアシステムの構築に関して、市町村への支援を行う各県に対する支援
業務を行っています。

●各県を通じた市町村における地域支援事業(介護予防・日常生
活支援総合事業及び包括的支援事業)の実施状況の把握並び
に推進のための県等に対する助言及び支援に関すること
●各県を通じた市町村における認知症施策の実施状況の把握並
びに推進のための県等に対する助言及び普及啓発に関するこ
と
●地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分及び施設整備
分に限る。）の事業に係る各県の実施状況の把握並びに各県
に対する助言及び支援に関すること

主な業務内容

地域包括ケア推進課
保険年金課は、健康保険組合、全国健康保険協会各
県支部、企業年金及び国民年金基金の認可、指導・
監督などを行っています。

●健康保険組合の行う業務の指導監督
●全国健康保険協会支部の行う業務の認可及び検査等
●確定給付企業年金の規約（変更）の認可、承認及び指導・監督
●確定拠出年金(企業型)の規約（変更）の承認及び指導・監督
●厚生年金基金の指導監督
●国民年金基金の指導監督

主な業務内容

保険年金課

地域包括ケアシステムとは「地域の実情に応じ
て、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域で
その有する能力に応じ自立した日常生活を営
むことができるよう、医療、介護、介護予防、住
まい及び自立した日常生活の支援が包括的に
確保される体制」をいいます。
（地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）

地域包括ケアシステムとは
用語
解説

地域包括ケアのイメージ図

関係機関等への関与

加入した期間等に基づき、あらかじめ給付内容が定められているしくみの年金です。
「基金型」及び「規約型」の２種類があります。
❶「基金型」は、企業年金基金が実施主体となり、母体企業とは別の法人格を持った企業年金基金を設立した
上で、企業年金基金において年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。

❷「規約型」は、厚生年金保険適用事業所の事業主が実施主体となり、労使が合意した年金規約に基づき、企業
と信託会社・生命保険会社等が契約を結び、母体企業の外で年金資金を管理・運用し、年金給付を行います。

確定給付企業年金
用語
解説

拠出された掛金について加入者が自己の責任において運用の指図を行い、掛金とその運用収益との合計額を基
に給付額が決定されるしくみの年金です。「企業型」と「個人型」の２種類があります。
❶「企業型」は、厚生年金保険適用事業所の事業主が実施主体となり、労使が合意した年金規約に基づいて実施
（掛金を拠出）し、原則として７０歳未満の従業員が加入者となるものです。
❷「個人型」は、「ｉＤｅＣｏ（イデコ）」とも呼ばれ、６５歳未満の公的年金の加入者が国民年金基金連合会の委託
を受けた運営管理機関（金融機関）に申し込みし、加入者となり、自らが掛金を拠出していくものです。

用語
解説

申請・報告等

認可・指導・監督等

健康保険組合
全国健康保険協会支部
確定給付企業年金

確定拠出年金（企業型）
厚生年金基金
国民年金基金

東北厚生局

確定拠出年金

市町村の地域包括ケアの取組
を推進・支援するため、市町村
セミナーや各県との意見交換
会を開催しています。

市町村セミナー

※写真は令和７年度第２回市
町村セミナー『「地域づくり
加速化事業　東北ブロック
セミナー」～東北地方の高
齢者の移動支援を考える
～』の様子

病院：
高度急性期、急性期、
包括期、慢性期

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療機関
・薬局　・訪問看護事業所

施設・居住系サービス：
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
・認知症対応型共同生活介護
・特定施設入居者生活介護
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム　　等

在宅系サービス：
・訪問介護
・訪問リハ
・通所介護
・通所リハ
・訪問看護
・短期入所生活介護
・介護予防サービス
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護
・定期巡回・随時対応型
 訪問介護看護
・夜間対応型訪問介護
・訪問入浴介護
・居宅療養管理指導
・短期入所療養介護
・認知症対応型通所介護
・福祉用具貸与
・特定福祉用具販売　　等

・地域コミュニティ
・ボランティア
・老人クラブ
・自治会

・NPO 
・インフォーマルな支援
・民間企業　　等

・介護施設と協力医療機関の連携
・入退院支援
・在宅復帰支援・在宅療養支援
施設系サービス：介護老人保健施設
在宅系サービス：訪問看護　等
※介護保険法上の施設・事業サービスの
　目的に着目した整理

※専門職と地域の支え合いの仕組みの連携

※地域包括ケアシステムは、おお
むね30分以内に必要なサービ
スが提供される日常生活圏域
（具体的には中学校区等）を単
位として想定
※地域の移動・交通、住まい確保
支援・まちづくりとも連携した
対応が必要
※本人を取り巻く相談支援機関等
を中心に、権利擁護支援の関係
機関と連携しつつ、本人の意思
決定を支援し、日常生活を支え
ることが重要
※地域づくりは、地域の実情に応
じ、生活支援コーディネーター
や認知症地域支援推進員、若年
性認知症支援コーディネーター
をはじめとする地域のあらゆる
関係者が担い手となる

・持ち家・借家、
・有料・サ高住、
・養護・軽費　　等

様々な相談、
関係者間調整

居宅介護支援事業所
（医療ニーズも含めた個別支援）

住まい
家族

地域包括支援センター
（ネットワーク構築、社会資源創出）

地域ケア会議
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管理課は、特定医療法人、医療保健業を行う公益法人等の税制措置の証明等の業務に関わり、医療・福祉
サービスが広く、安定して提供できるよう努めています。また、国民健康保険制度及び後期高齢者医療制
度が適切に運営されることを目的として、各保険者等の行う業務の助言・指導監督を行っています。さら
に、医療費の審査・支払を行っている社会保険診療報酬支払基金審査委員会事務局の適正かつ効率的な
運営を確保することを目的として業務の監督を行っています。

●特定医療法人が、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準を満たすものである旨の証明に関すること
●医療保健業を行う公益法人等に対する法人税法上の非課税措置に係る証明に関すること
●国民健康保険事務に係る助言・指導監督に関すること
●後期高齢者医療制度事務に係る助言・指導監督に関すること
●社会保険診療報酬支払基金審査委員会事務局の行う業務の監督に関すること

主な業務内容

管理課
調査課は、保険医療機関等に関する情報の管理や指導部門における情報公開請求及び訴訟に関する業務
を行っています。

●保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に関する調
査、情報の管理及び分析並びにその結果の提供に関すること
●東北厚生局の所掌事務(健康福祉部、麻薬取締部、総務課、企画調整課、年金管理課及び年金審査課の所掌に属する
ものを除く。)の訴訟に関する事務の調整に関すること

主な業務内容

調査課

指導監査課・各県事務所は、保険医療機関・保険薬局、指定訪問看護事業者の指定、保険医・保険薬剤師
の登録・諸変更、施設基準等の各種申請・届出の受付及び指導・監督業務、さらに柔道整復師の施術及び
あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師の施術に係る療養費の受領委任に関する取扱いを指導し、健康
保険事業全体の健全な運営を図る業務を行っています。「指導監査課」は宮城県を、「各県事務所」は青
森県、岩手県、秋田県、山形県、福島県の各県を管轄としています。

●保険医療機関・保険薬局、保険医・保険薬剤師、指定訪問看護事業
者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関すること
●健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者
医療制度に係る療養に関する監督(地方厚生局長の権限に属する
ものに限る。)に関すること
●柔道整復師の施術に係る受領委任契約等の締結・登録事務等に関
すること
●あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師の施術に係る受領委任契
約等の締結・登録事務等に関すること
●東北地方社会保険医療協議会に置かれる部会の庶務に関すること

主な業務内容

指導監査課・各県事務所

医療課は、指導監査課と管内５県に所在する各県事務所が行う業務のうち、保険医療機関・保険薬局、
保険医・保険薬剤師、指定訪問看護事業者、その他医療保険事業の療養担当者に対する指導・監督の事
務指導及び監督を行っています。また、大学病院等の特定機能病院及び臨床研究中核病院に対する立入
検査などを行っています。

●各県事務所等が行う保険医療機関等に対する指導等の
事務の指導及び監督に関すること
●特定機能病院及び臨床研究中核病院に対する立入検査
等に関すること

主な業務内容

医療課

医療法人が税法上の承認を
国税庁長官から受けることに
より、承認後に終了する各事
業年度において、法人税率が
軽減税率の適用を受ける医療
法人のことです。

特定医療法人
用語
解説

一般社団法人（非営利型法人に限る。）のうち、いわゆるオープン
病院事業を行う医師会や歯科医師会、及び法人税法の別表第２に
掲げる公益法人等のうち、無料低額な診療を実施する病院事業を
行う法人のことです。法人税法の規程において一定の要件を満た
している法人については、厚生労働大臣の証明を受けることによ
り、その法人が行う医療保健業は収益事業の範囲から除外され法
人税が課税されないこととなっています。

医療保健業を行う公益法人等
用語
解説

健康保険法等で規定
されている療養の給付
を行う、厚生労働大臣
の指定を受けた病院、
診療所です。

保険医療機関
用語
解説

健康保険法等で規定
されている療養の給
付を行う、厚生労働
大臣の指定を受けた
薬局です。

保険薬局
用語
解説

高度の医療の提供能力
と高度の医療技術の開
発及び評価を行う能力を
持ち、高度の医療に関す
る研修を行うなど、様々
な機能を併せ持ち、厚生
労働大臣の承認を受け
た病院です。

特定機能病院
用語
解説

日本発の革新的医薬品・
医療機器の開発などに
必要となる質の高い臨
床研究を推進するため、
国際水準の臨床研究や
医師主導治験の中心的
役割を担う病院です。

臨床研究中核病院
用語
解説

保険診療に関する動画を東北厚生局YouTube公式
チャンネルに掲載しています。右記の二次元コードか
らアクセスまたは下記URLよりご参照く
ださい。

保険診療のしくみと東北厚生局及び保険医療機関等との関係

https://www.youtube.com/
channel/UCuM71I5Xg8HoWYk7ugVWTzQ

保険診療について

保険医療機関等の情報や指
導・監査実績については、右
記の二次元コードからアクセ
スまたは下記ＵＲＬより各年
度の事業年報の【参考資料】
をご参照ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/
tohoku/about/jigyonenpo/index_00001.html

医療機関数や指導実績について

保険医療機関等

東北厚生局

指導・監督

医療課
指導・監督
報告・相談

病院・診療所・調剤薬局等

②マイナ保険証等の提示

③診療サービス
　（療養の給付）

⑧診療報酬の支払い

⑥審査済の請求書送付 ①保険料(掛金)の支払い

⑤診療報酬の請求

⑦請求金額の支払い

④一部負担金の支払い
被保険者

患者

審査支払機関
社会保険診療報酬支払基金
国民健康保険団体連合会

保険者
全国健康保険協会

県、市町村・健康保険組合等

指導監査課／各県事務所
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麻薬、覚醒剤、大麻、危険ドラッグなどは依存性が
非常に強い薬物です。これらを乱用すると自力では
なかなかやめられなくなります。薬物の効果が切れ
ると自分の意思ではコントロールできず、薬物への
欲求が激しくなり、強迫的な使用へとつながってい
きます。更に乱用を続けると、被害妄想から精神病
様症状を来たして、周りの人に暴力を振るい、錯乱
状態に陥ると殺人、放火又は強盗などの重大な二
次犯罪を引き起こすなど深刻な事態を招いてしま
います。麻薬取締部は不正に流通する規制薬物を
厳しく取締り、薬物乱用を防止するとともに、正規
分野(医療、学術研究など)における規制薬物の流通
も監督しています。こうした規制薬物の取締りと有
効活用を通じて薬物犯罪に脅かされることのな
い、安全で健やかな社会を目指し、総合的な薬物取
締機関として業務に取り組んでいます。

●規制薬物の取締り
薬物犯罪の検挙者数は高水準で推移しており、特に大麻
事犯の検挙者数は、２０代以下の若者を中心に増加傾向
にあり、東北管内においては令和４年に覚醒剤事犯の検
挙者数を抜いて、最も乱用されている薬物となっていま
す。また、昨今もゾンビたばこ等と呼ばれる新たな危険ド
ラッグが登場し、その乱用による健康被害が広がるなど憂
慮すべき状況が続いています。このような薬物乱用禍に
おいて、麻薬取締部は刑事訴訟法に基づく特別司法警察
職員として、薬物乱用のない健全な社会の実現に向け、
規制薬物の主な供給源となっている暴力団密売組織等を
取り締るため昼夜を問わず捜査に従事しています。

●鑑定
麻薬取締部では、中立的な立場
を維持し、迅速で精度の高い鑑
定試験を行うために、捜査とは
独立した鑑定官を配置していま
す。鑑定では、鑑定官が最新の
分析機器を駆使して薬物の鑑
定試験を行っています。

主な業務内容

麻薬取締部
地方厚生局麻薬取締部所在地

●指導・監督
麻薬取締部は、医薬品である麻薬や向精神薬の流通を監
視するため、定期的に病院、薬局、製薬会社等に対し立入
検査を実施し、正規流通経路からの横流しや不正使用を
防止するための監督や指導を行っています。
睡眠薬などの処方箋医薬品は、その依存性から向精神薬
に指定されているものが多く、乱用を続けると幻覚症状
等の精神障害を引き起こします。医師による適切な処方
のもとに服用しなければなりませんが、不正に入手し乱用
する事例も見受けられます。

●薬物依存者対策
政府は薬物乱用防止対策の目標の一つとして薬物依存対
策を掲げています。麻薬取締部では、保護観察の付かな
い執行猶予判決を受けた者及びその家族等を対象者とし
た再乱用防止対策事業を平成23年８月から実施してい
ます。認知行動療法に基づくワークブックを導入し、近年
では対象者以外でも再乱用防止プログラムへの参加を希
望する者も受け入れ、薬物乱用者の社会復帰及び家族等
に対する支援を行っています。

●予防教育・啓発
薬物乱用防止に最も重要なことは、「規制薬物に近づか
ない」「使わない」ことです。一時の好奇心や快楽欲求か
ら薬物を乱用し、人生を台無しにするケースが少なくあり
ません。麻薬取締部では、薬物の乱用経験のない青少年
が薬物に手を出さないための予防教育・啓発として、学校
等での薬物乱用防止講演を実施しています。

●不正大麻・けし対策
免許を受けていない人が、大麻やけしを栽培することは
法律で禁止されています。麻薬取締部では大麻やけしの
不正栽培を取り締まるとともに、犯罪予防の観点から自
生する大麻やけしの抜去も行っています。

麻薬取締部は、「麻
薬・覚醒剤相談電話」
を設置し、薬物乱用
者の家族、友人・知人
からの相談や一般市
民からの通報に対応
しています。

令和７年度管内抜去株数　けし/約3,700株　大麻/約530,000株

☎０２２-２２７-５７００
受付時間：平日午前９時から午後５時まで

【栽培規制】
●ソムニフェルム種及びセティゲルム種のけし　●ハカマオニゲシ　●大麻

薬物乱用のない社会

薬物依存者
対策

予防教育・
啓発

指導・監督
［医療・学術・産業］

違法薬物の
取締り

捜索の状況 大麻の押収

日本国内の大麻事犯検挙人員の推移東北管内法令別検挙者数の推移

覚醒剤 大麻 麻薬・向精神薬
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